
小千谷市の地域医療を守ることを求める意見書 

 

 厚生労働省は９月２６日に全国１４５５の公立・公的医療機関のうち、「再編・統合の議

論が必要」と判断した４２４の医療機関名を公表しました。その中に「厚生連小千谷総合

病院」が明記されております。そして、期間を設けて「公的医療機関等２０２５プラン」

の再検証を行い、地域医療構想調整会議において合意を得ることを対象医療機関に対し要

請することになっています。 

 かつて小千谷市には、公益財団法人の小千谷総合病院と厚生連の魚沼病院がありました。

２つの病院は医師の都市部集中、地方の医師不足、いわゆる医師の偏在化が進み、１０年

以上前から医師不足となっておりました。そこで、小千谷市の地域医療を守るため、小千

谷市と２つの病院が統合に向けて協議を始めました。民間病院と公的病院の統合は簡単に

は進みませんでしたが、小千谷市に地域医療を支える病院がどうしても必要との多くの市

民からの声により、平成２９年４月に現在の場所に３００床の厚生連小千谷総合病院を新

築し、開院いたしました。 

 今回の再編・統合の議論が必要な医療機関として厚生連小千谷総合病院が報じられ、小

千谷市民や利用患者からせっかく統合して新しい病院になったのに今後どのようになるの

かとの不安の声も上がっています。 

 開院２年８カ月後の現在では、外来患者数は増加し、病床稼働率は平均８５％となり、

小千谷市内はもとより近隣地域の大切な地域医療を支える病院となっております。 

 よって国会並びに政府におかれましては、地方の地域医療を守っていくために、下記の

事項を強く要望いたします。 

  

記 

 

１ 国の医療制度改革に当たっては、地方の実情に十分配慮すること。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 

令和元年１１月２９日 

 

小千谷市議会議長 田 中  淳 
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 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣 

  


